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発 言 通 告 書 

【件名及び発言の要旨】 

１ 物価高騰対策支援金給付事業について 

(1) 本事業において、給付額を住民１人当たり 6,000 円とした判

断に至るまでの過程について（当初 5,000 円として対外発表し

た後に変更した経緯を含む） 

(2) 世代や所得を問わない一律給付とした政策的理由について、

また、他の配分方法（世帯単位・重点化等）の検討有無につい

て 

(3) 現金給付以外の支援手法、特に水道料金等の公共料金減免に

よる還元策を検討したか否か、その検討結果について 

(4) 約 1.9 億円に及ぶ事務費の内訳と妥当性及び他手法と比較し

た場合の事務費削減余地について 

(5) 本事業が令和８年度への繰越しが予定されている中で、「スピ

ード感」を重視したとする市長の認識と、実際の給付時期・緊

急性の整理について 

(6) 本事業について、３月上旬から給付を開始することを前提に、

市として給付方法及び給付額に関する検討・シミュレーション

を、いつ頃から、どのような体制で開始していたのかについて 
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